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(57)【要約】
【課題】栽培のための特別な知識を必要とせず、ごく一
般的な栽培者であっても容易に種々の植物を最適状態で
栽培することができる植物栽培システムを提供する。
【解決手段】植物３を収容する容器と、光源と、植物３
の種類等に応じて光源の出力等を制御する光制御手段６
と、光制御手段６に与える制御データ１３を中央管理装
置１から受信する第１受信手段４と、第１受信手段４が
受信した制御データ１３を記憶する第１記憶手段４と、
第１記憶手段４に記憶された制御データ１３を読みだし
て光制御手段６に送る装置制御手段４と、植物３の成長
データ１５、１６を収得するセンサー８、９と、センサ
ー８、９から得られた成長データ１５、１６を記憶する
第２記憶手段５と、第２記憶手段５に記憶された成長デ
ータ１５、１６を第１送信手段５と伝送路を介して中央
管理装置１に送信し、中央管理装置１が受信する第２受
信手段５を備えた植物栽培システム２とする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
植物を収容する容器と、前記容器内に設けられ前記植物に光を照射する光源と、前記植物
の種類、栽培時期および前記光源の種類に応じて前記光源の出力と照射時間を制御する光
制御手段と、前記光制御手段に与える制御データを中央管理装置から受信する第１受信手
段と、前記第１受信手段が受信した前記制御データを記憶する第１記憶手段と、前記第１
記憶手段に記憶された前記制御データを読みだして前記光制御手段に送る装置制御手段と
、前記植物の成長データを収得するセンサーと、前記センサーから得られた成長データを
記憶する第２記憶手段と、前記第２記憶手段に記憶された前記成長データを第１送信手段
と伝送路を介して前記中央管理装置に送信し、前記中央管理装置が受信する第２受信手段
を備えた植物栽培システムであって、前記制御データは個々の植物栽培装置に異なる制御
データが自動的に割り振られ、前記中央管理装置から送った制御データと前記中央管理装
置に送られた前記成長データを照合して解析し、前記制御データを最適化して自動的に更
新することを特徴とする植物栽培システム。
【請求項２】
前記センサーは、可視光、赤外光のいずれかまたは両方の画像を収得する画像取得装置と
、前記画像取得装置から得られた画像を解析して前記成長データとする画像解析装置と、
を備えることを特徴とする請求項１記載の植物栽培システム。
【請求項３】
前記画像取得装置から得られた画像を前記成長データとして前記中央管理装置に直接に送
り、前記中央管理装置において画像解析を行うことを特徴とする請求項２記載の植物栽培
システム。
【請求項４】
前記センサーは、前記植物の重さを測定する重量センサーであることを特徴とする請求項
１に記載の植物栽培システム。
【請求項５】
前記センサーは、前記植物に注射針を刺すことで前記植物の一部を採取した後、前記植物
の成分を化学的に検出する化学センサーであることを特徴とする請求項１に記載の植物栽
培システム。
【請求項６】
前記光制御手段が、前記中央管理装置から送られた前記制御データの内容に基づいて、前
記光源の選択と照射時間を制御することを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に
記載の植物栽培システム。
【請求項７】
容器内の温度を検知する温度検知部と、前記容器内の温度を制御する温度制御手段と、前
記容器内の湿度を検知する湿度検知部と、前記容器内の湿度を制御する湿度制御手段と、
前記容器内の炭酸ガスの濃度を検知する炭酸ガス検知部と、前記容器内の炭酸ガス濃度を
制御する炭酸ガス制御手段と、前記温度検知部と前記湿度検知部と前記炭酸ガス検知部が
検出した各検出データを前記中央管理装置へそれぞれ送信する第１送信手段を備え、第１
受信手段が前記温度制御手段と前記湿度制御手段と前記炭酸ガス制御手段への前記中央管
理装置からのそれぞれの制御データを受信し、第１記憶手段が前記制御データをそれぞれ
記憶し、装置制御手段が前記第１記憶手段に記憶された前記制御データをそれぞれ読みだ
して前記温度制御手段と前記湿度制御手段と前記炭酸ガス制御手段に送る植物栽培システ
ムの植物栽培装置であって、前記温度、湿度、炭酸ガス濃度の制御データは個々の栽培装
置に自動的に異なる制御データが割り振られ、制御データと成長データを前記中央管理装
置で照合して解析し、最適化することで制御データを自動的に更新することを特徴とする
請求項１ないし６のいずれか１項に記載の植物栽培システム。
【請求項８】
前記植物に水および液体肥料を供給する水路および弁と、前記水および液体肥料の量をそ
れぞれ調整する調整機構をさらに備え、前記植物の種類と栽培時期および前記液体肥料の
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種類に応じて前記液体肥料の量を制御する肥料制御手段と、前記肥料制御手段に与える制
御データを前記中央管理装置から受信する第１受信手段 と、前記第１受信手段が受信し
た前記制御データを記憶する第１記憶手段と、前記第１記憶手段に記憶された前記制御デ
ータを読みだして前記肥料制御手段に送ることを特徴とする請求項１ないし７のいずれか
１項に記載の植物栽培システムの植物栽培装置であって、前記肥料それぞれの量の制御デ
ータは個々の栽培装置に自動的に異なる制御データが割り振られ、制御データと成長デー
タを前記中央管理装置で照合して解析し、最適化することで制御データを自動的に更新す
ることを特徴とする植物栽培システム。
【請求項９】
前記水は水道水であることを特徴とする請求項１ないし８のいずれか１項に記載の植物栽
培システム。
【請求項１０】
前記液体肥料は個別に容器に入っており、各液体肥料の残量を検知するセンサーが設置さ
れており、前期センサーから得られた残量のデータは第２受信手段を用いて中央制御装置
に送られ、中央制御装置から液体肥料の配達を依頼して植物栽培装置に届けることを特徴
とする請求項１ないし８のいずれか１項に記載の植物栽培システム。
【請求項１１】
前記肥料の交換は、前記容器の取り外しと新しい前記容器の取り付けで行なうことを特徴
とする請求項１ないし１０のいずれか１項に記載の植物栽培システム。
【請求項１２】
異なる成分の前記液体肥料を、それぞれ個別に２個以上の容器に入っており、制御データ
に基づいてそれぞれの前記液体肥料の量を調整することを特徴とする請求項１ないし１１
のいずれか１項に記載の植物栽培システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人工光源から照射する光の照射時間を制御することで植物を屋内にて育成す
る植物栽培システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、植物の育成に必要な適切な環境条件を屋内に取り入れ、自然の条件や天候に左右
されずに効率的に植物を大量生産する方法が検討されている。この際に制御される項目と
して、光量、日照時間、温度、湿度、炭酸ガス濃度、液肥の成分、液温等がある。そして
、光源としては太陽光を利用したものと、人工光源を用いたものがある。光源は、効率的
に安定した生産を行なうための植物育成に必要な条件で自由に制御することが容易な人工
光源を用いるのが特に有効である。
【０００３】
現在の人工光源としては、高圧ナトリウムランプ、メタルハライドランプ、蛍光灯、発光
ダイオード等がそれぞれ単独で利用し、または太陽光と併用した形で用いられている。例
えば、蛍光灯を使用した植物栽培装置は特許文献1に記載されたものが知られている。同
文献１に開示された装置は、４００～７００ｎｍの３波長域にさらに遠赤色の７００～８
００ｎｍの波長域を有する蛍光灯を用いて植物を効率的に栽培する装置である。
【０００４】
　このような人工光源を用いた植物栽培装置は、植物ごとに育成のための波長域、照射量
、照射時間が異なる上、最適な制御を行うためには植物ごとに、しかも人工光源の種類と
栽培時期に応じて光の照射条件が変わるために、ごく一般的な栽培者がいろいろな種類の
植物を最適な環境で栽培をすることは困難であった。
【０００５】
また、植物によっては照射する光の波長と照射時期、照射時間を十分注意して人工光源を
微妙に制御できない場合には、生育はしても植物の本来の用途に不適当な植物が成長して
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しまうという問題があった。
【０００６】
そこで、特許文献２では植物の種類に応じて最適な栽培条件を中央管理装置から植物栽培
装置に送信し、特別な知識がなくても栽培が困難な植物を育てることが可能な植物栽培シ
ステムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平２－６０５２７
【特許文献２】特開平１０－１９１７８７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかし、ここで中央管理装置から植物栽培装置に送られる制御データは、特許文献２中に
特に記述はないが、これまでの経験や限られた研究機関で求められた現時点での最適解に
過ぎない。すなわち、新種の植物や栽培実績の少ない植物においては改善の余地が多く残
されている。
【０００９】
さらには、光源や肥料などは年々進化しており、これらの技術を含めて成長速度、栄養価
、エネルギー効率など何を最適にするかによっても最適な制御データは異なる。このよう
に膨大な実験データが必要となる植物栽培の最適な制御データを特定の研究機関で求める
には多くの時間を要した。
【００１０】
そこで、本発明は栽培のための特別な知識を必要とせず、ごく一般的な栽培者であっても
容易に種々の植物を最適状態で栽培できると同時に、特定の研究機関では長い年月を要す
る栽培条件の最適化に要する膨大なデータの習得を、実際に生産しながら自動的に行なう
ことができる植物栽培システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前述した課題を解決するために、本発明においてはそれぞれの植物栽培装置に異なる栽
培条件を制御データとして自動的に割り振り、実際に成長している植物の情報を成長デー
タとして中央管理装置にフィー ドバックする。また、中央管理装置では制御データと成
長データを照合して解析することにより、栽培条件を改善する。その改善された栽培条件
を基準にして、次に自動的に割り振られる制御データが設定され、再び植物栽培装置に送
られる。これを繰り返すことで栽培条件が各々の植物の種類、光源や肥料の種類、求めら
れる成長速度や栄養価などの特性に対して自動的に最適化されるシステムを提供する。
【００１２】
制御データの割り振りと解析は実験計画法やタグチメソッドの手法を利用することができ
る。すなわち、発光時間、波長、出力、温度、湿度、炭酸ガス濃度、肥料の種類と濃度な
どの各制御データを制御因子として直行実験に割り振り、成長速度、大きさ、重さ、成分
などの成長データを特性として各因子の寄与率と最適値を求めるものである。
【００１３】
また、本発明のシステムは一つの植物栽培装置の中で複数種の植物を栽培する場合にも有
用である。例えば、それぞれの植物に最適な栽培条件が異なるが同一環境で複数の植物を
栽培する場合、それぞれの植物に最適な栽培条件とその中間値を複数の植物栽培装置に割
り振り、その成長データを解析して最適な栽培条件を設置する。
【００１４】
具体的には、請求項１に係る発明では植物を収容する容器を有する植物栽培装置と、容器
内に設けられ植物に光を照射する光源と、植物の種類及び栽培時期と光源の種類に応じて
光源の出力と照射時間を制御する光制御手段と、光制御手段に与える制御データを中央管
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理装置から受信する第１受信手段と、第１受信手段が受信した制御データを記憶する第１
記憶手段と、第１記憶手段に記憶された制御データを読みだして光制御手段に送る装置制
御手段と、植物の成長データを収得するセンサーと、同センサーから得られた成長データ
を記憶する第２記憶手段と、第２記憶手段に記憶された成長データを第１送信手段と伝送
路を介して中央管理装置に送信し、中央管理装置が受信する第２受信手段と、を備えてい
る植物栽培システムであって、制御データは個々の植物栽培装置に異なる制御データが自
動的に割り振られ、中央管理装置から送った制御データと中央管理装置に送られた成長デ
ータを照合して解析し、制御データを最適化して自動的に更新することを特徴とする植物
栽培システムとした。また、請求項２に係る発明では、センサーが可視光、赤外光のいず
れかまたは両方の画像を収得する画像取得装置と、画像取得装置から得られた画像を解析
して成長データとする画像解析装置を備える植物栽培システムとした。
【００１５】
また、請求項３に係る発明は、センサーが可視光、赤外光のいずれかまたは両方の画像を
収得する画像取得装置と、画像取得装置から得られた画像を直接成長データとして中央管
理装置に送り、中央管理装置において画像解析を行う植物栽培システムとした。さらに、
請求項４に係る発明は、センサーが栽培された植物の重さを測定する重量センサーである
植物栽培システムとした。また、請求項５に係る発明は、センサーが植物に注射針を刺し
て植物の一部を採取し、化学的に成分を検出する化学センサーである植物栽培システムと
した。さらに、請求項６に係る発明は、光制御手段が中央管理装置から送られた制御デー
タに基づいて、人工光源の種類の選択と人工光源のそれぞれの照射時間を制御する植物栽
培システムとした。
【００１６】
請求項７に係る発明は、容器内の温度を検知する温度検知部と、容器内の温度を制御する
温度制御手段と、容器内の湿度を検知する湿度検知部と、容器内の湿度を制御する湿度制
御手段と、容器内の炭酸ガスの濃度を検知する炭酸ガス検知部と、容器内の炭酸ガス濃度
を制御する炭酸ガス制御手段と、温度検知部と湿度検知部と炭酸ガス検知部が検出した各
検出データを中央管理装置へそれぞれ送信する第１送信手段を備え、第１受信手段が温度
制御手段と湿度制御手段と炭酸ガス制御手段への中央管理装置からのそれぞれの制御デー
タを受信し、第１記憶手段が制御データをそれぞれ記憶し、装置制御手段が第１記憶手段
に記憶された制御データをそれぞれ読みだして温度制御手段と湿度制御手段と炭酸ガス制
御手段に送る植物栽培システムであって、温度、湿度、炭酸ガス濃度の各制御データは個
々の植物栽培装置に自動的に異なる制御データが割り振られ、制御データと成長データを
中央管理装置で照合して解析し、最適化することで制御データを自動的に更新する植物栽
培システムとした。
【００１７】
請求項８に係る発明は、植物に水分及び養分を供給する水路と、水路に水及び液体肥料を
供給する弁と、水及び液体肥料の量をそれぞれ調整する調整機構を備え、植物の種類及び
栽培時期と肥料の種類に応じて肥料の量を制御する肥料制御手段と、肥料制御手段に与え
る制御データを中央管理装置から受信する第１受信手段 と、第１受信手段が受信した制
御データを記憶する第１記憶手段と、第１記憶手段に記憶された制御データを読みだして
肥料制御手段に送る植物栽培システムであって、肥料それぞれの量の制御データは個々の
栽培装置に自動的に異なる制御データが割り振られ、制御データと成長データを中央管理
装置で照合して解析し、最適化することで制御データを自動的に更新する植物栽培システ
ムとした。また、請求項９に係る発明は、水は水道水から直接供給する植物栽培システム
とした。さらに、請求項１０に係る発明は、液体肥料は個別に容器に入っており、各液体
肥料の残量を検知するセンサーが設置されており、センサーから得られた残量のデータは
第２受信手段を用いて中央制御装置に送られ、中央制御装置から液体肥料の配達を依頼し
て植物栽培装置に届ける植物栽培システムとした。
【００１８】
また、請求項１１に係る発明は、液体肥料は固体の容器に入っており、肥料の交換は容器
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の取り外しと新しい容器の取り付けで行なうことができる植物栽培システムとした。また
、請求項１２に係る発明は、異なる成分の液体肥料をそれぞれ別々に２以上の固体の容器
に入っており、制御データに基づいてそれぞれの液体肥料の量を調整できる植物栽培装置
及び植物栽培装置を使った植物栽培システムとした。
【発明の効果】
【００１９】
以上述べたように、本発明においては、植物の栽培のための制御データを中央管理装置か
ら植物栽培装置に送って制御するので、最適な状態で植物を育成することができ、栽培の
ための特別な知識が必要でなく、ごく普通の栽培者であっても容易にさまざまの植物を栽
培できる。また、人工光源で育成に必要な光エネルギーを与えて栽培するため、自然農法
ほど生産コストがかからずこれを低減することができ、栽培期間を短縮できる。
【００２０】
さらに、従来の植物栽培システムに比べて小型化が可能なため食用植物、例えば野菜を使
用する場合には直前まで植物が生きた状態であるから、新鮮な野菜を供給することができ
る。また、人工光源の種類によっては本来栽培するのが難しい植物もその光源で最良の栽
培をすることで栽培可能とし、電力消費が少ない植物栽培システムにできる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態における植物栽培システム２全体の模式図である。
【図２】本発明の別の実施形態における植物栽培システム２全体の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
本発明の実施の形態の一例について図面を参照して説明する。図１は本発明の実施形態に
おける植物栽培システム２全体の模式図、図２は本発明の別の実施形態における植物栽培
システム２全体の模式図である。図１および図２に示すように、本発明の植物栽培システ
ム２には植物３を収容できる容器に加えて、天井、床、間仕切りなどがあり、植物生育環
境を屋内にて保持できる構造となっている。次に、本発明の植物栽培システム２の動作を
、図１および図２を用いて説明する。まず、図示しない入力手段より入力された植物の種
類等の植物栽培装置を識別するＩＤ等の入力データは、装置制御手段４によって送信手段
５から中央管理装置１へ送信される。後述するように中央管理装置１で必要な制御データ
１１が選択、決定され、この制御データ１１が中央管理装置１から第１受信手段４に送信
される。
【００２３】
ここで選択、決定された制御データ１１は、例えば人工光源の種類が植物栽培装置の人工
光源である三波長域蛍光灯と遠赤色発光ダイオードであることを参照した上、該当する植
物３の生育情報である光照射制御種類、光照射制御量、照射制御時間、制御温度、制御湿
度、制御炭酸ガス濃度、制御ｐＨ、制御電気伝導度、制御液温度液、液肥割合、液肥制御
温度等のデータである。なお、光制御手段６はマイクロコンピュータ等から構成される。
また、光源は赤と青と緑の三波長の光を照射する三波長域蛍光灯や遠赤色発光ダイオード
があり、遠赤色発光ダイオードは７００～７５０ｎｍの波長を有する発光ダイオードが光
形態形成の効果が大きいため望ましい。
【００２４】
第１受信手段４で制御データ１１が受信されると、これらの制御データ１１は装置制御手
段４により第１記憶手段４内に格納される。さらに、装置制御手段１１は植物３の生育情
報を第１記憶手段４から読みだすとともに、光制御手段６、温度制御手段７、湿度制御手
段７、炭酸ガス制御手段７、液肥制御手段７に動作命令を出力し、上記植物３の制御デー
タをそれぞれの制御手段に送る。
【００２５】
次に、光照射制御に関して説明する。第１記憶手段４より読み出された光照射制御種類と
光照射制御量と照射制御時間の制御データ１１は光制御手段６に入力される。この入力さ
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れた制御データ１１から、光制御手段６は三波長域蛍光灯と発光ダイオードのどちらをい
つ、どのくらいの時間照射するのか、また発光ダイオードはどのくらいの電流を流すのか
、発光ダイオードは三波長域蛍光灯と共に点灯するのか等の決定された使用形態に従って
光源をＯＮ／ＯＦＦ制御する。
【００２６】
続いて、温度制御に関して説明する。第１記憶手段４から読み出された制御温度は、温度
制御手段７に入力される。この入力されたデータを設定値とすることによって温度制御手
段７は容器内の温度を制御温度に制御するものである。ところで、容器内には温度検知部
が設けられており、温度検知部が検出した温度データを温度制御手段７へ送っている。温
度制御手段７は検出した温度データと、装置制御手段から送られた制御温度とを比較し、
クーラーとヒータのどちらを制御するのか決定し、クーラーまたはヒータをそれぞれＯＮ
／ＯＦＦ制御する。温度検知部が検知した温度が制御温度より高ければクーラーをＯＮし
、ヒータをＯＦＦする。
【００２７】
温度検知部が検出した温度データが制御温度より低ければ、クーラーをＯＦＦし、ヒータ
をＯＮする。温度検知部から検知した温度が制御温度と同じ場合、クーラーとヒータをと
もにＯＦＦする。ただし、クーラーとヒータがともにＯＮすることはない。
【００２８】
続いて、湿度制御に関して説明する。第１記憶手段４から読み出された制御湿度は湿度制
御手段７に入力される。この入力されたデータを設定値とすることによって湿度制御手段
７は湿度を制御湿度に制御するものである。また、容器内に湿度検知部が設けられており
、湿度検知部が検出した湿度データを湿度制御手段７へ送っている。
【００２９】
湿度制御手段７は検出した湿度データと装置制御手段から送られてきた制御湿度を比較し
、湿度データが制御湿度より低い場合は超音波加湿器をＯＮして湿度を上昇させる。湿度
が上昇して、湿度検知部が検知した湿度データが制御湿度より高くなると湿度制御手段７
は超音波加湿器をＯＦＦする。湿度が高い場合には植物の生育に影響がないので制御を行
う必要がない。そして、温度制御を行うと容器内の湿度も下がってくる。
【００３０】
次に、炭酸ガス制御について説明する。第１記憶手段４から読み出された制御炭酸ガス濃
度は炭酸ガス制御手段７に入力される。この入力されたデータを設定値とすることによっ
て炭酸ガス制御手段７は炭酸ガス濃度を制御炭酸ガス濃度に制御するものである。容器内
には炭酸ガス濃度検知部が設けられており、炭酸ガス濃度検知部が検出した炭酸ガス濃度
は炭酸ガス制御手段７に送られる。
【００３１】
炭酸ガス制御手段７は炭酸ガス濃度データと制御炭酸ガス濃度を比較し、炭酸ガス濃度デ
ータが制御炭酸ガス濃度より低い場合は炭酸ガスボンベをＯＮして炭酸ガス濃度を上昇さ
せる。炭酸ガス濃度が上昇して、炭酸ガス濃度データが制御炭酸ガス濃度より高くなると
炭酸ガス手段は炭酸ガスボンベをＯＦＦする。そして、炭酸ガス濃度が高くても栽培植物
の光合成により炭酸ガス濃度は下がってくる。
【００３２】
続いて液肥制御について説明する。第１記憶手段４から読み出された制御ｐＨ、制御電気
伝導度、制御液温度液、液肥制御温度の制御データは液肥制御手段に入力される。この入
力されたデータを設定値とすることによって液肥制御手段は設定された制御ｐＨ、制御電
気伝導度、制御液温度液、液肥制御温度に制御するものである。
【００３３】
容器内にはｐＨ検知部，電気伝導度検知部、液温度検知部が設けられており、検出したｐ
Ｈ、電気伝導度、液温度等のデータは液肥制御手段へ送られる。この液肥制御手段はこれ
らのデータと装置制御手段から送られてきた制御データである制御ｐＨ、制御電気伝導度
、制御液温度とを比較する。
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【００３４】
ここで、液肥制御手段の具体的な動作を説明する。例えば、制御ｐＨ６．５±０．５、制
御電気伝導度１．０±０．２ｍＳ／ｃｍで液肥を作成する場合、液肥制御手段は以下のよ
うな判断をして水供給部、液肥原料部をＯＮ／ＯＦＦ動作させる。液肥制御手段が液肥部
に液肥が少ないことを検知すると水供給部をＯＮする。これにより水供給部は水道水や井
戸水を液肥部へ供給する。水道水や井戸水の水質は一般的にｐＨ５．８～８．５、電気伝
導度０．０５～０．５ｍＳ／ｃｍであることが知られている。
【００３５】
水供給が始まると同時にｐＨ検知部、電気伝導度検知部はそれぞれｐＨ、電気伝導度を検
出して液肥制御手段へデータを送る。液肥制御手段は、送られてきたｐＨ、電気伝導度を
制御ｐＨ、制御電気伝導度と比較する。ｐＨは通常ｐＨ５．８～８．５の範囲内にあるが
電気伝導度は低いので、液肥制御手段は液肥原料部をＯＮする。
【００３６】
また、液肥原料は液体肥料で高濃度のものを予め作成して充填しても良い。本実施の形態
では液肥原料のｐＨが４．０～４．５、電気伝導度は２０～３０ｍＳ／ｃｍである。液肥
原料が供給されるとｐＨは下がり、電気伝導度は上昇する。水と液肥原料を供給してｐＨ
と電気伝導度が制御ｐＨ、制御電気伝導度とも一定の基準を満たしたところで液肥制御手
段は水供給部、液肥原料部をＯＦＦして停止する。液肥原料のｐＨが、制御ｐＨより低い
場合や液肥部の液体肥料が少ない場合は、水供給部がＯＮして水が液肥部に注がれ、水量
を増やしｐＨを上昇させる。液肥原料のｐＨが制御ｐＨと等しくなれば、水供給部はＯＦ
Ｆして水供給は停止する。
【００３７】
電気伝導度は、制御電気伝導度と電気伝導度検知部から送られてきたデータを比較する。
電気伝導度検知部の検出したデータが低ければ、液肥原料部をＯＮして液肥原料が液肥部
に注がれ電気伝導度を上昇させる。この時ｐＨが下がってくるので、ｐＨを再調整する必
要が出てくるので、水供給部もＯＮされる。
【００３８】
このようにして、液肥原料部、水供給部が液肥部に供給され制御電気伝導度、制御ｐＨに
等しくなるように液肥を作成する。液温度は検出したデータが制御液温度より低い場合は
ヒータをＯＮして液温度を上昇させる。液温度が上昇して、液温検知部が検知した液温度
が制御液温度より高くなると、装置制御手段４はヒータをＯＦＦさせるものである。なお
、温度制御された装置内での気体と液体の温度は一般的に液体温度の方が低いため冷却器
を設置する必要はない。
【００３９】
なお、本実施の形態では伝送路は電話回線等の有線の回線の他に、無線による伝送であっ
てもよい。装置制御手段４は、第１受信手段４を制御して中央管理装置１から送られた制
御データ１１を第１記憶手段４に送って記憶させるものである。同時に、装置制御手段４
は入力手段から入力された入力データを第１記憶手段４に記憶させたり、これを送信手段
５を介して中央管理装置１へ送出させたりするものである。
【００４０】
このほか、装置制御手段４は第１記憶手段４に格納されている栽培植物に対応した制御デ
ータ１１を読み出し、これを光制御手段６に送って容器内での光の照射の制御を行わせ、
温度制御手段７に送ってクーラーやヒータを動作させ容器内温度を制御させる。同時に、
装置制御手段は液肥制御手段に制御データ１１を送り、炭酸ガス制御手段７に炭酸ガス濃
度に関する制御データ１１を送って炭酸ガス濃度を制御するものである。
【符号の説明】
【００４１】
１  　中央管理装置
２ 　 植物栽培システム
３　　植物



(9) JP 2016-189745 A 2016.11.10

10

４  　第１受信手段（第１記憶手段、装置制御手段）
５  　第２記憶手段（送信手段、第２受信手段）
６  　光制御手段
７  　水・養分制御手段（温度、湿度、二酸化炭素制御手段）
８  　画像取得装置
９  　重量センサー
１１  中央管理装置１から植物栽培システム２の第１受信手段４に送られる制御データ
１２　植物栽培システム２の送信手段５から中央管理装置１に送られる成長データ
１３  装置制御手段４から光制御手段６に送られる光制御データ
１４  装置制御手段４から水・養分制御手段７に送られる水・養分制御データ
１５  画像取得装置８から第２記憶手段５に送られる成長データ
１６  重量センサー９から第２記憶手段５に送られる成長データ

【図１】 【図２】
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